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(57)【要約】
【課題】広角の範囲内で撮影画角を調整しつつ、撮影画
角以外の撮影パラメータを適切に調整することが可能な
眼底撮影装置および広角レンズアタッチメントを提供す
る。
【解決手段】眼底撮影装置１は、光源１１、走査部１５
、対物光学系３１、および受光素子２５を備える。走査
部１５は、光源１１から出射された光を眼底上で走査す
る。対物光学系３１は、走査部１５から導かれた光が走
査部１５の動作に伴って旋回される旋回点Ｑを形成する
。受光素子２５は、眼底からの光を受光する。対物光学
系３１は、パワーを有する光学部材のうち最も被検眼側
に配置され、走査部１５から導かれる光を旋回点Ｑへ向
けて折り曲げることで、眼底における光の走査領域を６
０度以上の広角領域とする被検眼側レンズ系を備える。
被検眼側レンズ系は、走査領域を広角領域とする範囲内
で、光軸に沿って移動可能に設けられている。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を出射する光源と、
　前記光源から出射された前記光の進行方向を変えることで、前記光を被検眼の眼底上で
走査する走査部と、
　前記光の光路のうち前記被検眼と前記走査部の間に配置され、前記走査部から導かれた
前記光が前記走査部の動作に伴って旋回される旋回点を形成する対物光学系と、
　前記光の照射に伴う前記眼底からの光を受光する受光素子と、
　を備え、
　前記対物光学系は、
　パワーを有する光学部材のうち最も前記被検眼側に配置され、前記走査部から導かれる
光を前記旋回点へ向けて折り曲げることで、前記眼底における前記光の走査領域を６０度
以上の広角領域とする被検眼側レンズ系を備え、
　前記被検眼側レンズ系は、前記走査領域を前記広角領域とする範囲内で、前記対物光学
系の光軸に沿って移動可能に設けられていることを特徴とする眼底撮影装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の眼底撮影装置であって、
　前記眼底撮影装置の筐体における前記被検眼側に着脱可能に装着される広角レンズアタ
ッチメントをさらに備え、
　前記被検眼側レンズ系が、前記広角レンズアタッチメントに設けられていることを特徴
とする眼底撮影装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の眼底撮影装置であって、
　前記眼底撮影装置の制御を司る制御部をさらに備え、
　前記制御部は、
　前記光軸に沿う方向における前記被検眼側レンズ系の位置を取得し、
　取得した前記被検眼側レンズ系の位置に応じて撮影動作を制御することを特徴とする眼
底撮影装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の眼底撮影装置であって、
　前記光の光路上に設けられ、前記被検眼の視度の誤差を補正する視度補正部をさらに備
え、
　前記制御部は、取得した前記被検眼側レンズ系の位置に応じて前記視度補正部を駆動さ
せることを特徴とする眼底撮影装置。
【請求項５】
　請求項３または４に記載の眼底撮影装置であって、
　前記制御部は、取得した前記被検眼側レンズ系の位置に応じて、前記光源から出射させ
る前記光の光量を調整することを特徴とする眼底撮影装置。
【請求項６】
　請求項３から５のいずれかに記載の眼底撮影装置であって、
　前記光の光路のうち、前記被検眼の前記眼底と共役な位置に配置される可変絞りをさら
に備え、
　前記制御部は、取得した前記被検眼側レンズ系の位置に応じて、前記可変絞りの大きさ
を調整することを特徴とする眼底撮影装置。
【請求項７】
　請求項１から６のいずれかに記載の眼底撮影装置であって、
　前記対物光学系に含まれるレンズのレンズ面または曲率中心面と、前記対物光学系の撮
像面と共役な位置との距離が閾値以上となる範囲に、前記被検眼側レンズ系の移動範囲が
制限されていることを特徴とする眼底撮影装置。
【請求項８】
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　眼底撮影装置の筐体における被検眼側に着脱可能に装着される広角レンズアタッチメン
トであって、
　前記眼底撮影装置は、
　光を出射する光源と、
　前記光源から出射された前記光の進行方向を変えることで、前記光を被検眼の眼底上で
走査する走査部と、
　前記光の光路のうち前記被検眼と前記走査部の間に配置され、前記走査部から導かれた
前記光が前記走査部の動作に伴って旋回される第１旋回点を形成する第１対物光学系と、
　前記光の照射に伴う前記眼底からの光を受光する受光素子と、
　を備え、
　前記広角レンズアタッチメントは、
　前記筐体のうち、前記光の光路上における前記第１対物光学系と前記被検眼の間に着脱
可能に装着されると共に、
　パワーを有する光学部材のうち最も前記被検眼側に配置され、前記第１旋回点を通過し
た前記光が前記走査部の動作に伴ってさらに旋回される第２旋回点を形成することで、前
記眼底における前記光の走査領域を、前記広角レンズアタッチメントが装着されていない
場合の前記光の走査領域に比べて大きくする第２対物光学系を備え、
　前記第２対物光学系が、前記第２対物光学系の光軸に沿って移動可能に設けられている
ことを特徴とする広角レンズアタッチメント。

 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、光を走査させることで被検眼の眼底の画像を撮影する眼底撮影装置、および
、眼底撮影装置に装着可能な広角レンズアタッチメントに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光を走査させることで被検眼の眼底の画像を撮影する眼底撮影装置（例えば、走査型レ
ーザ検眼鏡（ＳＬＯ）、およびＯＣＴ装置等）が知られている。例えば、特許文献１に開
示されている眼底撮影装置は、被検者側筐体面に広角レンズアタッチメントが装着される
ことで、広角レンズアタッチメントが装着されていない場合に比べて大きい撮影画角で眼
底を撮影する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１２３４６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に開示されている眼底撮影装置は、広角レンズアタッチメントが装着された
状態で、走査部によって光を走査する際の角度（振り角）を調整することで、広角の範囲
内で撮影画角を調整することは可能である。しかし、走査部による振り角を調整するだけ
では、撮影画角以外の撮影パラメータ（例えば、眼底から受光素子に導かれる光の光量等
）を調整することは困難である。また、走査部による振り角を調整して撮影画角を調整す
る方法では、対物光学系のレンズによる光の反射像が画像に写り込むことを抑制すること
が困難な場合もある。
【０００５】
　本開示の典型的な目的は、広角の範囲内で撮影画角を調整しつつ、撮影画角以外の撮影
パラメータを適切に調整することが可能な眼底撮影装置および広角レンズアタッチメント
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を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示における典型的な実施形態が提供する眼底撮影装置は、光を出射する光源と、前
記光源から出射された前記光の進行方向を変えることで、前記光を被検眼の眼底上で走査
する走査部と、前記光の光路のうち前記被検眼と前記走査部の間に配置され、前記走査部
から導かれた前記光が前記走査部の動作に伴って旋回される旋回点を形成する対物光学系
と、前記光の照射に伴う前記眼底からの光を受光する受光素子と、を備え、前記対物光学
系は、パワーを有する光学部材のうち最も前記被検眼側に配置され、前記走査部から導か
れる光を前記旋回点へ向けて折り曲げることで、前記眼底における前記光の走査領域を６
０度以上の広角領域とする被検眼側レンズ系を備え、前記被検眼側レンズ系は、前記走査
領域を前記広角領域とする範囲内で、前記対物光学系の光軸に沿って移動可能に設けられ
ている。
【０００７】
　本開示における典型的な実施形態が提供する広角レンズアタッチメントは、眼底撮影装
置の筐体における被検眼側に着脱可能に装着される広角レンズアタッチメントであって、
前記眼底撮影装置は、光を出射する光源と、前記光源から出射された前記光の進行方向を
変えることで、前記光を被検眼の眼底上で走査する走査部と、前記光の光路のうち前記被
検眼と前記走査部の間に配置され、前記走査部から導かれた前記光が前記走査部の動作に
伴って旋回される第１旋回点を形成する第１対物光学系と、前記光の照射に伴う前記眼底
からの光を受光する受光素子と、を備え、前記広角レンズアタッチメントは、前記筐体の
うち、前記光の光路上における前記第１対物光学系と前記被検眼の間に着脱可能に装着さ
れると共に、パワーを有する光学部材のうち最も前記被検眼側に配置され、前記第１旋回
点を通過した前記光が前記走査部の動作に伴ってさらに旋回される第２旋回点を形成する
ことで、前記眼底における前記光の走査領域を、前記広角レンズアタッチメントが装着さ
れていない場合の前記光の走査領域に比べて大きくする第２対物光学系を備え、前記第２
対物光学系が、前記第２対物光学系の光軸に沿って移動可能に設けられている。
【０００８】
　本開示に係る眼底撮影装置および広角レンズアタッチメントによると、広角の範囲内で
撮影画角が調整されつつ、撮影画角以外の撮影パラメータが適切に調整される。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】眼底撮影装置１の概略構成を示す右側面図である。
【図２】眼底撮影装置１の光学系を示す模式図である。
【図３】第２対物光学系３１を最も被検眼側に位置させた状態で、走査部による光の振り
角を最大とした場合の光線を示す図である。
【図４】第２対物光学系３１を図３の位置から筐体２側に近づけた状態で、走査部による
光の振り角を最大とした場合の光線を示す図である。
【図５】眼底撮影装置１の制御系を示すブロック図である。
【図６】眼底撮影装置１が実行する撮影動作制御処理のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
＜概要＞
　本開示で例示する眼底撮影装置は、光源、走査部、対物光学系、および受光素子を備え
る。光源は、光を出射する。走査部は、光源から出射された光の進行方向を変えることで
、光を被検眼の眼底上で走査する。対物光学系は、光の光路のうち被検眼の走査部の間に
配置され、走査部から導かれた光が走査部の動作に伴って旋回される旋回点を形成する。
受光素子は、光の照射に伴う眼底からの光を受光する。対物光学系は、被検眼側レンズ系
を備える。被検眼側レンズ系は、パワーを有する光学部材のうち最も被検者側に配置され
、走査部から導かれる光を旋回点へ向けて折り曲げることで、眼底における光の走査領域
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を６０度以上の広角領域とする。被検眼側レンズ系は、走査領域を広角領域とする範囲内
で、対物光学系の光軸に沿って移動可能に設けられている。
【００１１】
　本開示で例示する眼底撮影装置では、被検眼側レンズ系が対物光学系の光軸に沿って移
動されると、撮影画角が変化する（眼底における光の走査領域が変化する）と共に、瞳上
のビームサイズが変化する。瞳上のビームサイズが変化することで、撮影画角以外の撮影
パラメータが変化する。例えば、瞳上のビームサイズを大きくすることで、眼底から受光
素子に導かれる光の光量を増加させることも可能である。この場合、光源に出射させる光
の光量を維持しつつ、瞳上のビームサイズを大きくすることで、画像の品質（例えばＳ／
Ｎ比（信号対雑音比）等）を向上させることもできる。また、瞳上のビームサイズを大き
くし、且つ光源に出射させる光の光量を減少させることで、画像の品質を一定に保つこと
も可能である。また、瞳上のビームサイズを大きくし、眼底に集光される光のスポットサ
イズを小さくすることで、画像の解像度を上げることも可能である。また、被検眼側レン
ズ系を移動させて、旋回点の位置を光軸に沿って移動させることで、ワーキングディスタ
ンス（眼底撮影装置と被検眼の間の距離）を変化させることも可能である。従って、本開
示で例示する眼底撮影装置によると、広角の範囲内で撮影画角を調整しつつ、撮影画角以
外の撮影パラメータを適切に調整することができる。
【００１２】
　なお、眼底の広角領域を撮影するための撮影画角は、６０度以上に限定されない。例え
ば、広角撮影における撮影画角は、８０度以上、９０度以上、または１００度以上であっ
てもよい。また、広角撮影における撮影画角は、通常の撮影画角（Ｘ度）で撮影可能な面
積の２倍以上の面積を１回で撮影可能とするために、Ｘ度のルート２（２の平方根）倍以
上であってもよい。
【００１３】
　被検眼側レンズ系は、ユーザによって手動で移動されてもよい。また、眼底撮影装置は
、被検眼側レンズ系を光軸に沿う方向に移動させるアクチュエータ（例えばステップモー
タ等）を備えていてもよい。この場合、眼底撮影装置の制御部は、アクチュエータを駆動
させることで、被検眼側レンズ系を自動で移動させてもよい。
【００１４】
　眼底撮影装置は、広角レンズアタッチメントをさらに備えていてもよい。広角レンズア
タッチメントは、光の光路のうち、眼底撮影装置の筐体における被検眼側に着脱可能に装
着される。被検眼側レンズ系は、広角レンズアタッチメントに設けられていてもよい。こ
の場合、広角レンズアタッチメントが筐体に装着されるか否かに応じて、撮影画角が、広
角撮影用の撮影画角（６０度以上）と、通常撮影用の撮影画角の間で切り替えられる。さ
らに、広角レンズアタッチメントが装着された状態で、広角レンズアタッチメントにおけ
る被検眼側レンズ系が移動されることで、撮影画角以外の撮影パラメータを調整すること
も可能である。従って、より適切に眼底が撮影される。
【００１５】
　広角レンズアタッチメントが使用される場合、眼底撮影装置の対物光学系は、第１対物
光学系および第２対物光学系を備えていてもよい。第１対物光学系は、光の光路のうち走
査部と被検眼側レンズ系の間に配置され、走査部から導かれた光が走査部の動作に伴って
旋回される第１旋回点を形成する。第２対物光学系は、広角レンズアタッチメントに設け
られており、光の光路のうち第１対物光学系と被検眼の間に配置され、前記旋回点である
第２旋回点を形成する。この場合、広角レンズアタッチメントが着脱されることで、広角
撮影用の撮影画角と、通常撮影用の撮影画角が適切に切り換えられる。
【００１６】
　ただし、広角レンズアタッチメントが使用されなくてもよい。この場合、パワーを有す
る筐体内の光学部材のうち、最も被検眼側に配置されて光を旋回点に向けて折り曲げるレ
ンズ系が、光軸に沿う方向に移動されてもよい。
【００１７】
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　眼底撮影装置の制御部は、光軸に沿う方向における被検眼側レンズ系の位置を取得して
もよい。制御部は、取得した被検眼側レンズ系の位置に応じて撮影動作を制御してもよい
。前述したように、被検眼側レンズ系の位置が調整されることで、撮影画角と共に、撮影
画角以外の撮影パラメータも変化する。従って、制御部は、被検眼側レンズ系の位置に応
じて撮影動作を制御することで、その時点の撮影パラメータに適した撮影動作を眼底撮影
装置に実行させることができる。
【００１８】
　なお、制御部が被検眼側レンズ系の位置を取得するための具体的な方法は、適宜選択で
きる。例えば、眼底撮影装置は、被検眼側レンズ系の位置を検出するエンコーダを備えて
いてもよい。この場合、制御部は、エンコーダによる検出結果に基づいて、被検眼側レン
ズ系の位置を取得してもよい。また、眼底撮影装置は、被検眼側レンズ系の位置を光軸に
沿う方向に移動させるアクチュエータ（例えばステップモータ等）を備えていてもよい。
この場合、制御部は、アクチュエータの制御パラメータに基づいて、被検眼側レンズ系の
位置を取得してもよい。また、撮影画角と被検眼側レンズ系の位置は対応する。従って、
制御部は、ユーザによって設定された撮影画角、または、設定された撮影画角に対応する
被検眼側レンズ系の位置を取得してもよい。また、ユーザは、操作部の操作等によって、
被検眼側レンズ系の位置を眼底撮影装置に入力してもよい。この場合、制御部は、ユーザ
によって入力された被検眼側レンズ系の位置を取得してもよい。なお、ユーザが被検眼側
レンズ系の位置を入力する場合、眼底撮影装置には、被検眼側レンズ系の位置を示す目盛
り等が設けられていてもよい。
【００１９】
　眼底撮影装置は、視度補正部をさらに備えていてもよい。視度補正部は、光の光路上に
設けられており、被検眼の視度の誤差を補正する。制御部は、被検眼側レンズ系の位置に
応じて視度補正部を駆動させてもよい。被検眼側レンズ系の位置が変化すると、光学系の
視度が変化する。従って、制御部は、被検眼側レンズ系の位置に応じて視度補正部を駆動
させることで、被検眼の視度の誤差を適切に補正することができる。
【００２０】
　例えば、視度補正部は、光軸に沿う方向に移動可能な視度補正レンズと、視度補正レン
ズの移動を駆動する視度補正駆動部を備えていてもよい。制御部は、視度補正レンズの基
準位置（例えば、視度が０ディオプターとなる場合の視度補正レンズの位置）、および、
視度の補正量に対応する視度補正レンズの移動量の少なくともいずれかを、被検眼側レン
ズ系の位置に応じて設定し、設定した値に応じて視度補正駆動部を駆動させてもよい。た
だし、視度補正部の構成を変更することも可能である。例えば、視度を補正することが可
能な液晶レンズ等が、視度補正部として採用されてもよい。
【００２１】
　また、制御部は、実際に撮影された眼底の画像に基づいて、画像が適切に撮影されるよ
うに自動的に視度補正部を駆動させるオートフォーカスを実行してもよい。この場合、制
御部は、被検眼側レンズ系の位置に応じて、オートフォーカスの探索範囲（例えば、オー
トフォーカスを実行する際に視度補正レンズを光軸に沿って移動させる範囲）を設定し、
設定した範囲に基づいて視度補正部を駆動させてもよい。
【００２２】
　ただし、被検眼側レンズ系の位置を考慮せずに視度補正部を駆動させることも可能であ
る。例えば、制御部は、被検眼側レンズ系の位置が移動される毎に、オートフォーカスを
実行してもよい。この場合でも、視度は適切に補正される。
【００２３】
　制御部は、取得した被検眼側レンズ系の位置に応じて、光源から出射させる光の光量を
調整してもよい。前述したように、被検眼側レンズ系が対物光学系の光軸に沿って移動さ
れると、撮影画角が変化すると共に、瞳上のビームサイズが変化する。例えば、制御部は
、被検眼側レンズ系の移動量に応じて瞳上のビームサイズが縮小される際に、ビームサイ
ズの縮小量（つまり、被検眼側レンズ系の移動量）に応じて光源の光量を増加させること
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で、画像の品質が低下することを抑制することができる。逆に、制御部は、瞳上のビーム
サイズが拡大される際に、ビームサイズの拡大量に応じて光源の光量を減少させることで
、眼底に照射される光の光量が過度に大きくなることを抑制することも可能である。
【００２４】
　なお、前述したように、光源の光量の調整が行われずに、被検眼側レンズ系が光軸に沿
って移動されてもよい。この場合、被検眼側レンズ系が移動されて、瞳上のビームサイズ
が大きくなると、眼底から受光素子に導かれる光の光量が増加し、画像の品質が向上する
。従って、被検眼側レンズ系が移動されることで、画像の品質と撮影画角が適宜調整され
る。
【００２５】
　眼底撮影装置は、光の光路のうち被検眼の眼底と共役な位置に配置される可変絞りをさ
らに備えていてもよい。制御部は、取得した被検眼側レンズ系の位置に応じて可変絞りの
大きさを調整してもよい。被検眼側レンズ系が光軸方向に移動されると、可変絞りの適切
な大きさも変化する。従って、制御部は、被検眼側レンズ系の位置に応じて可変絞りの大
きさを調整することで、より適切に眼底を撮影することができる。
【００２６】
　なお、可変絞りは、眼底の深さ方向（光の光軸に沿う方向）の撮影範囲を変化させるた
めに調整されてもよい。例えば、制御部は、眼底表面よりも深い位置を撮影範囲に含める
ために、眼底表面を撮影範囲とする場合に比べて可変絞りを大きくしてもよい。この場合
でも、被検眼側レンズ系の位置に応じて、可変絞りの適切な大きさは変化する。従って、
制御部は、眼底の深さ方向の撮影範囲と、被検眼側レンズ系の位置の両方に応じて、可変
絞りの大きさを調整してもよい。また、可変絞りの代わりに、開口の大きさが固定されて
いるピンホール板等が用いられてもよい。
【００２７】
　対物光学系に含まれるレンズのレンズ面または曲率中心面と、対物光学系の撮像面と共
役な位置との距離が閾値以上となる（つまり、閾値以上に離れる）範囲に、被検眼側レン
ズ系の移動範囲が制限されていてもよい。撮像面と共役な位置が、対物光学系のレンズの
レンズ面または曲率中心面に近づくと、レンズによって反射された光の反射像が画像に写
り込みやすくなる。従って、レンズ面または曲率中心面と、撮像面と共役な位置との距離
が閾値以上となる範囲に、被検眼側レンズ系の移動範囲を制限することで、レンズによる
反射像の影響を抑制することが可能である。
【００２８】
　被検眼側レンズ系の移動範囲（換言すると、移動範囲を制限するための閾値）は、画像
に写り込む反射像の程度、および、要望される撮影画角等に応じて予め定められていても
よい。また、移動範囲（閾値）は、ユーザによって設定されてもよい。
【００２９】
　なお、被検眼側レンズ系の移動範囲を制限するための具体的な方法は、適宜選択できる
。例えば、眼底撮影装置は、被検眼側レンズ系の移動範囲を制限するための機構（例えば
、被検眼側レンズ系の移動をガイドするガイド部材に設けられたストッパー等）を備えて
いてもよい。また、被検眼側レンズ系を移動させるアクチュエータが使用される場合、眼
底撮影装置の制御部は、アクチュエータの駆動を制御することで、被検眼側レンズ系の移
動範囲を制限してもよい。
【００３０】
　また、視度補正値が所定の値（例えば０ディオプター）である場合に、レンズ面または
曲率中心面と、撮像面と共役な位置との距離が閾値以上となる範囲に、被検眼側レンズ系
の移動範囲が制限されてもよい。また、アクチュエータによって被検眼側レンズ系を移動
させる場合、制御部は、その時点における視度補正値に基づいて、被検眼側レンズ系の移
動範囲を設定してもよい。
【００３１】
　また、被検眼側レンズ系の移動範囲を制限する状態と、移動範囲の制限を解除する状態
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が切り替えられてもよい。この場合、反射像の影響の抑制を優先させる撮影方法と、撮影
画角の広角化を優先させる撮影方法が、適切に切り換えられる。
【００３２】
＜実施形態＞
　以下、本開示に係る典型的な実施形態の１つについて、図面を参照して説明する。本実
施形態で例示する眼底撮影装置１は、レーザ光を被検眼の眼底上で走査させることで、眼
底の正面画像（レーザ光の光軸に沿う方向から眼底を見た場合の二次元画像）を撮影する
走査型レーザ検眼鏡（ＳＬＯ）である。しかし、本開示で例示する技術の少なくとも一部
は、走査型レーザ検眼鏡以外の眼底撮影装置（例えば、眼底上で光を走査させて、光コヒ
ーレンストモグラフィの原理を利用して眼底の断層画像および正面画像の少なくともいず
れかを撮影するＯＣＴ装置等）にも適用できる。
【００３３】
　図１を参照して、眼底撮影装置１の概略構成について説明する。眼底撮影装置１は、筐
体２と、広角レンズアタッチメント３を備える。筐体２は、眼底撮影装置１が眼底画像を
撮影するための主要な光学系（図２参照）および制御ユニット１００（図５参照）を内部
に収容する。広角レンズアタッチメント３は、筐体２における被検眼Ｅ側に着脱可能に装
着される。広角レンズアタッチメント３は、筐体２に装着されることで、撮影される眼底
画像の撮影画角を広角化させる。
【００３４】
　筐体２は、測定部４、位置合わせ機構５、基台６、顔支持ユニット７、およびセンサ８
を備える。測定部４には、被検眼Ｅの眼底を撮影するための光学系が収容されている（詳
細は後述する）。位置合わせ機構５は、被検眼Ｅに対する測定部４の位置を合わせる。顔
支持ユニット７は、被検眼Ｅを測定部４に対向させた状態で、被検者の顔を支持する。セ
ンサ８は、広角レンズアタッチメント３が筐体２に装着されているか否かを検出する。セ
ンサ８は、例えば、マイクロスイッチ等の接触センサであってもよいし、光電センサ、磁
気センサ等の非接触センサであってもよい。
【００３５】
　図２を参照して、眼底撮影装置１の光学系について説明する。眼底撮影装置１の筐体２
は、投光光学系１０および受光光学系２０を備える。
【００３６】
　投光光学系１０について説明する。投光光学系１０は、被検眼Ｅの眼底Ｅｒにおける撮
影範囲の各位置へ、撮影のための光（本実施形態ではレーザ光）を投光する。本実施形態
の投光光学系１０には、光源１１、穴開きミラー１２、視度補正レンズ１３、レンズ１４
、走査部１５、および第１対物光学系１６が含まれる。光源１１は、眼底を撮影するため
の光を出射する。光源１１から出射された光は、穴開きミラー１２の開口を通り、視度補
正レンズ１３およびレンズ１４を介した後、走査部１５に向かう。走査部１５によって反
射された光束は、第１対物光学系１６を経て、第１旋回点Ｐを通過する。
【００３７】
　視度補正レンズ１３は、視度補正駆動部（例えばステップモータ等）１３Ａによって、
光軸Ｌ１の方向へ移動する。視度補正レンズ１３の位置に応じて、投光光学系１０および
受光光学系２０の視度が変化する。従って、視度補正レンズ１３の位置が調整されること
で、被検眼Ｅの視度の誤差が補正される。つまり、視度補正レンズ１３および視度補正駆
動部１３Ａは、被検眼Ｅの視度の誤差を補正する視度補正部の一例である。ただし、視度
補正部の構成を変更することも可能である。例えば、液晶レンズ等が視度補正部に採用さ
れてもよい。また、視度補正部の位置を変更することも可能である。例えば、レンズ１４
が光軸Ｌ１の方向へ移動されることで、視度が補正されてもよい。
【００３８】
　走査部１５は、光源１１から出射されて走査部１５に導かれた光の進行方向を変える（
光を偏向する）ことで、光を眼底Ｅｒ上で走査する。一例として、本実施形態の走査部１
５は、レゾナントスキャナ１５Ａとガルバノミラー１５Ｂを備える。レゾナントスキャナ
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１５Ａは、眼底Ｅｒに照射される光を所定の方向へ偏向する。レゾナントスキャナ１５Ａ
を経た光は、ガルバノミラー１５Ｂへ向かう。ガルバノミラー１５Ｂは、レゾナントスキ
ャナ１５Ａによって偏向された光を、さらに、レゾナントスキャナ１５Ａによる偏向方向
に交差（本実施形態では垂直に交差）する方向に偏向する。本実施形態では、レゾナント
スキャナ１５ＡによってＸ方向の主走査が行われると共に、ガルバノミラー１５Ｂによっ
てＹ方向の副走査が行われる。その結果、光源１１から出射された光が、眼底Ｅｒ上で二
次元的に走査される。なお、走査部１５の構成を変更することも可能である。例えば、光
の進行（偏向）方向を変化させる音響光学素子（ＡＯＭ）等が、走査部に用いられてもよ
い。
【００３９】
　第１対物光学系１６は、筐体２に広角レンズアタッチメント３が装着されていない状態
において、走査部１５を経た光を被検眼Ｅの瞳位置に導光する。本実施形態では、第１対
物光学系１６を経た光は、検査窓１７を通過して、被検眼Ｅに向けて導光される。第１対
物光学系１６は、正のパワーを持つ。例えば、第１対物光学系１６は、直列的に配置され
た２枚の凸レンズ（第１凸レンズ１６Ａおよび第２凸レンズ１６Ｂ）を含む。なお、第１
対物光学系１６に含まれるレンズの数は２枚に限定されない。例えば、第１対物光学系１
６は、１枚のレンズによって構成されていてもよいし、３枚以上のレンズを備えていても
よい。また、第１対物光学系１６のレンズには、収差補正の必要性等に応じて、非球面レ
ンズが含まれていてもよいし、複合レンズが採用されていてもよい。また、第１対物光学
系１６には、レンズ以外の光学部材（例えば、反射ミラー等）が含まれていてもよい。
【００４０】
　第１対物光学系１６は、第１対物光学系１６の光軸Ｌ３上に、走査部１５を経た光（詳
細には、光の主光線）が旋回される第１旋回点Ｐを形成する。第１旋回点Ｐは、第１対物
光学系１６を介して、走査部１５（例えば、レゾナントスキャナ１５Ａとガルバノミラー
１５Ｂの中間点等）と光学的に共役な位置に形成される。走査部１５を経た光は、第１対
物光学系１６を通過することで、第１旋回点Ｐを経て眼底Ｅｒに照射される。このため、
第１対物光学系１６を通過した光の主光線は、走査部１５の動作に伴って第１旋回点Ｐを
中心に旋回される。その結果、眼底Ｅｒ上で光が二次元的に走査される。広角レンズアタ
ッチメント３が装着されていない場合、第１旋回点Ｐと被検眼Ｅの瞳位置が予め一致され
ていることで、虹彩等でのケラレが抑制され、光が眼底Ｅｒに良好に照射される。
【００４１】
　受光光学系２０について説明する。受光光学系２０は、投光光学系１０から照射される
光に伴って眼底Ｅｒから出射される光（例えば、眼底反射光、または、眼底から出射され
る蛍光等）を、受光素子２５で受光する。本実施形態の受光光学系２０は、投光光学系１
０の光路上において、穴開きミラー１２から第１対物光学系１６までの各部材を、投光光
学系１０と共用する。また、本実施形態の受光光学系２０は、レンズ２２、可変絞り２３
、レンズ２４、および受光素子２５を含む。
【００４２】
　被検眼Ｅの眼底Ｅｒに光が照射される場合、眼底Ｅｒから出射される光は、前述した投
光光学系１０を逆に辿り、穴開きミラー１２で反射され、レンズ２２へ導光される。被検
眼Ｅの瞳位置と穴開きミラー１２の開口部は、光学的に共役な関係となっている。レンズ
２２の下流側（受光素子２５側）では、眼底Ｅｒからの光は、可変絞り２３およびレンズ
２５を介して受光素子２５へ導光される。
【００４３】
　可変絞り２３は、眼底Ｅｒと共役な位置に配置されており、眼底撮影装置１における共
焦点絞りとして機能する。すなわち、視度補正部（本実施形態では、視度補正レンズ１３
および視度補正駆動部１３Ａ）によって視度が適切に補正されている場合、レンズ２２を
通過した眼底Ｅｒからの光は、可変絞り２３の開口において焦点を結ぶ。可変絞り２３に
よって、眼底Ｅｒの集光点以外の位置からの光が取り除かれ、残り（集光点からの光）が
主に受光素子２５へ導かれる。可変絞り２３は、開口の大きさを変化させることができる
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。
【００４４】
　広角レンズアタッチメント３について説明する。図２において、３０は広角レンズアタ
ッチメント３の検査窓であり、３３は広角レンズアタッチメント３の入射窓である。図面
では、便宜上、検査窓１７，３０および入射窓３３をレンズ面と離して図示しているが、
レンズ面が検査窓等を兼ねていてもよい。例えば、レンズ１６Ａが筐体２の検査窓１７を
兼用してもよい。
【００４５】
　広角レンズアタッチメント３は、第２対物光学系（被検眼側レンズ系）３１を備える。
また、本実施形態の広角レンズアタッチメント３は、視度補正レンズ（視度補正レンズ系
）３２を備える。広角レンズアタッチメント３は、第２対物光学系３１および視度補正レ
ンズ３２が光の光路上に配置されるように、筐体２における第１対物光学系１６と被検眼
Ｅの間に着脱可能に装着される。例えば、広角レンズアタッチメント３は、第１対物光学
系１６と第１旋回点Ｐの間に位置する検査窓１７の近傍に配置される。
【００４６】
　広角レンズアタッチメント３が筐体２に装着されている場合、筐体２内の第１対物光学
系１６、および検査窓１７を経て入射窓３３から入射した光は、視度補正レンズ３２およ
び第１旋回点Ｐを経て、第２対物光学系３１を通過する。本実施形態では、視度補正レン
ズ３２は、第１旋回点Ｐに配置される。その結果、視度補正レンズ３２の中心付近を光が
通過する。よって、光の傾きおよび高さは、視度補正レンズ３２のパワーの影響を受け難
い。
【００４７】
　本実施形態では、第２対物光学系３１は、正または負のパワーを有する眼底撮影装置１
の光学部材のうち、最も被検眼Ｅ側に配置される被検眼側レンズ系となる。広角レンズア
タッチメント３が筐体２に装着されている場合、第２対物光学系３１は、走査部１５から
導かれた光が走査部１５の動作に伴って旋回される第２旋回点Ｑを形成する。第２旋回点
Ｑは、第１旋回点Ｐを通過した光が走査部１５の動作に伴ってさらに旋回される点である
。第２旋回点Ｑは、第２対物光学系３１の光軸上のうち、第２対物光学系３１を介して走
査部１５（例えば、レゾナントスキャナ１５Ａとガルバノミラー１５Ｂの中間点等）と光
学的に共役な位置に形成される。なお、図２に示す例では、第２対物光学系３１の光軸は
、第１対物光学系１６の光軸Ｌ３と一致する。
【００４８】
　一例として、本実施形態の第２対物光学系３１は、被検眼Ｅの近くに配置されるものか
ら順に、第１対物レンズ３１Ａ、第２対物レンズ３１Ｂ、および第３対物レンズ３１Ｃを
備える。本実施形態では、第２対物光学系３１には、検査窓１７を通過する光の主光線の
高さｈ１の最大値に対して有効径が大きい光学系が用いられてもよい。例えば、第１対物
レンズ３１Ａおよび第２対物レンズ３１Ｂには、第１凸レンズ１６Ａに対して有効径が大
きいレンズが使用されてもよい。第３対物レンズ３１Ｃについても、第１凸レンズ１６Ａ
に対して有効径が大きいレンズが使用されてもよい。
【００４９】
　本実施形態の第２対物光学系３１（本実施形態では、３つのレンズ３１Ａ，３１Ｂ，３
１Ｃ）は、第１旋回点Ｐよりも被検眼Ｅ側に配置される。詳細には、第２対物光学系３１
は、最も光源１１側のレンズ面（図２に示す例では、第３対物レンズ３１Ｃの光源１１側
のレンズ面）と第１旋回点Ｐの間の距離を、検査窓１７から第１旋回点Ｐまでの距離より
も大きくした状態で配置される。その結果、第２対物光学系３１の最も光源側のレンズ面
には、検査窓１７を通過する光よりも主光線高さが高い光が入射する。
【００５０】
　また、本実施形態では、第２対物光学系３１が備える３つのレンズ３１Ａ，３１Ｂ，３
１Ｃは、いずれも正のパワーを持つ。しかし、第２対物光学系３１が複数のレンズを備え
る場合、第２対物光学系３１の全体が正のパワーを有していればよく、第２対物光学系３
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１が備える複数のレンズの全てが正のパワーを持つ必要は無い。第２対物光学系３１には
、検査窓１７における光の主光線高さｈ１よりも高い位置から、第２対物光学系３１の光
軸Ｌ３に向けて光を折り曲げるために配置されたレンズ（本実施形態では、３つのレンズ
３１Ａ，３１Ｂ，３１Ｃ）が、少なくとも含まれる。本実施形態では、第３対物レンズ３
１Ｃおよび第２対物レンズ３１Ｂによって曲げられた光は、第１対物レンズ３１Ａによっ
て、光軸Ｌ３に対して急角度に曲げられる。その結果、第２旋回点Ｑを中心に旋回される
光の旋回角度は、第１旋回点Ｐを中心に旋回される光の旋回角度よりも大きくなる。よっ
て、眼底撮影装置１では、広角レンズアタッチメント３が装着されると、広角レンズアタ
ッチメント３が装着されていない場合に比べて撮影画角が広角化される。例えば、広角レ
ンズアタッチメント３が装着されていない場合の撮影画角（以下、「通常の撮影画角」と
いう）が３０度～６０度である場合に、広角レンズアタッチメント３が装着された場合の
撮影画角（以下、「広角撮影における撮影画角」という）は、９０度～１５０度に広角化
される。つまり、広角撮影における撮影画角は、通常の撮影画角（Ｘ度）で撮影可能な面
積の２倍以上の面積を１回で撮影可能とするために、Ｘ度のルート２（２の平方根）倍以
上とされている。
【００５１】
　本実施形態では、第２対物光学系３１の最も被検眼Ｅ側のレンズ面における主光線高さ
ｈ２は、筐体２の検査窓１７を光が通過する際の主光線高さｈ１よりも高くなる。従って
、本実施形態の眼底撮影装置１では、被検眼Ｅと広角レンズアタッチメント３の間の距離
（所謂ワーキングディスタンス）が確保され易い。
【００５２】
　なお、第２対物光学系３１の構成は、上記構成に限定されるものではない。例えば、第
２対物光学系３１に含まれるレンズの数は３枚に限定されず、１枚または２枚でもよいし
、４枚以上でもよい。第２対物光学系３１のレンズには、非球面レンズが含まれていても
よいし、複合レンズが採用されていてもよい。第２対物光学系３１には、レンズ以外の光
学部材（例えば、反射ミラー等）が含まれていてもよい。
【００５３】
　本実施形態の眼底撮影装置１は、第２対物光学系（被検眼側レンズ系）３１を光軸Ｌ３
に沿う方向に移動させるアクチュエータ（例えばステップモータ等）３５を備える。アク
チュエータ３５は、眼底撮影装置１の筐体２に設けられていてもよいし、広角レンズアタ
ッチメント３に設けられていてもよい。アクチュエータ３５が広角レンズアタッチメント
３に設けられている場合、アクチュエータ３５を駆動させる電力は、筐体２側から供給さ
れてもよい。なお、第２対物光学系３１は、ユーザによって手動で光軸Ｌ３の方向に移動
されてもよい。また、本実施形態では、第２対物光学系３１と共に、検査窓３０も光軸Ｌ
３の方向に移動される。
【００５４】
　視度補正レンズ３２は、第２対物光学系３１による視度変化を相殺する（つまり、視度
変化の一部または全部を打ち消す）。詳細には、視度補正レンズ３２は、広角レンズアタ
ッチメント３の装着状態と非装着状態における、被検眼Ｅに入射する光の視度の差を抑制
する。一例として、本実施形態では、正のパワーを持つレンズ（詳細には、凸面を被検眼
Ｅ側に向けた平凸レンズ）が、視度補正レンズ３２として採用されている。
【００５５】
　例えば、第２対物光学系３１による視度変化が、視度補正部（本実施形態では、視度補
正レンズ１３および視度補正駆動部１３Ａ）によって補正することが可能な幅に対して大
きな場合が考えられる。これに対し、本実施形態では、視度補正レンズ３２によって、第
２対物光学系３１に起因する視度変化が相殺される。よって、第２対物光学系３１による
視度変化が、視度補正部によって補正することが可能な幅よりも大きな場合であっても、
広角の眼底撮影が適切に実行される。また、本実施形態では、広角レンズアタッチメント
３の装着状態と非装着状態の間の視度の差が、視度補正レンズ３２によって低減される。
よって、広角レンズアタッチメント３の着脱に伴う視度の差の補正が簡便化または省略さ
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れる。
【００５６】
　図３および図４を参照して、第２対物光学系（被検眼側レンズ系）３１の位置と撮影パ
ラメータの関係について説明する。図３は、第２対物光学系３１を最も被検眼側に位置さ
せた状態で、走査部１５による光の振り角を最大とした場合の光線を示す。図４は、第２
対物光学系３１を図３の位置から筐体２側に近づけた状態で、走査部１５による光の振り
角を最大とした場合（つまり、図３と同じ振り角とした場合）の光線を示す。
【００５７】
　図３に示すように、第２対物光学系３１を最も被検眼側に位置させると、撮影画角は最
大（一例として、本実施形態では約１１０度）となる。一方で、図４に示すように、第２
対物光学系３１を筐体２に近づく方向に移動させると、撮影画角は、図３に示す状態の撮
影画角よりも小さくなる。つまり、第２対物光学系３１を移動させることで、広角の範囲
内で撮影画角が調整される。一例として、図４に示す状態の撮影画角は約７５度である。
【００５８】
　図３および図４に示すように、第２対物光学系３１が光軸Ｌ３に沿って移動されると、
瞳上（本実施形態では第２旋回点Ｑ上）のビームサイズが変化する。本実施形態では、第
２対物光学系３１が、図３に示す位置から図４に示す位置へ移動されると、撮影画角が小
さくなると共に、瞳上のビームサイズが大きくなる。一例として、図４に示す瞳上のビー
ムサイズ（ビーム径）は、図３に示す瞳上のビームサイズの約１．４倍となっている。光
源１１に出射させる光の光量を維持した状態で、瞳上のビームサイズを大きくすると、眼
底Ｅｒから受光素子２５に導かれる光の光量が増加する。その結果、画像の品質（例えば
Ｓ／Ｎ比等）が向上する。また、瞳上のビームサイズに応じて、光源１１に出射させる光
の光量を調整することで、画像の品質を一定に保つことも可能である。
【００５９】
　また、第２対物光学系３１が、図３に示す位置から図４に示す位置へ移動されると、瞳
上のビームサイズが大きくなる。瞳上のビームサイズが大きくなると、被検眼Ｅの水晶体
等によって眼底Ｅｒに集光される光のスポットサイズが小さくなる。その結果、画像の解
像度が上がる。よって、本実施形態の眼底撮影装置１では、第２対物光学系３１の位置を
移動させることで、解像度を調整することも可能である。
【００６０】
　また、図３および図４に示すように、第２対物光学系３１が光軸Ｌ３に沿って移動され
ると、光軸Ｌ３上における眼底撮影装置１（本実施形態では検査窓３０）から瞳（本実施
形態では第２旋回点Ｑ）までの距離が変化する。本実施形態では、図４の状態における眼
底撮影装置１から瞳までの距離Ｗ２は、図３の状態における眼底撮影装置１から瞳までの
距離Ｗ１よりも大きくなる。眼底撮影装置１から瞳までの距離が長くなると、ワーキング
ディスタンス（つまり、眼底撮影装置１と被検眼Ｅの間の距離）が変化する。つまり、第
１対物光学系３１を移動させることで、ワーキングディスタンスを変化させることも可能
である。
【００６１】
　図５を参照して、眼底撮影装置１の制御系について説明する。眼底撮影装置１の制御は
、制御ユニット１００によって実行される。制御ユニット１００は、眼底撮影装置１の各
部の制御処理、および、受光素子２５による受光信号に基づく眼底画像の生成処理を実行
する。制御ユニット１００は、ＣＰＵ１００、ＲＯＭ１０２、およびＲＡＭ１０３を備え
る。ＣＰＵ１０１は、眼底撮影装置１における各種制御を司るコントローラである。ＲＯ
Ｍ１０２は、各種制御プログラムおよび初期値等を記憶する。ＲＡＭ１０３は、書き換え
可能な記憶装置である。
【００６２】
　制御ユニット１００には、モニタ５０、位置合わせ機構５、センサ８、光源１１、視度
補正駆動部１３Ａ、走査部１５、可変絞り２３、受光素子２５、およびアクチュエータ３
５と接続されている。
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【００６３】
　図６を参照して、眼底撮影装置１が実行する撮影動作制御処理の一例について説明する
。制御ユニット１００のＣＰＵ１０１は、眼底Ｅｒの撮影の開始指示を入力すると、ＲＯ
Ｍ１０２に記憶された撮影動作制御プログラムに従って、図６に例示する撮影動作制御処
理を実行する。図６に例示する処理は、広角レンズアタッチメント３が筐体２に装着され
た状態で実行される処理である。
【００６４】
　まず、ＣＰＵ１０１は、ユーザによって撮影画角が指定されたか否かを判断する（Ｓ１
）。本実施形態の眼底撮影装置１では、ユーザは、操作部（図示せず）を操作することで
、広角の範囲内で撮影画角を指定することができる。撮影画角が指定されていなければ（
Ｓ１：ＮＯ）、Ｓ１の処理が繰り返される。
【００６５】
　撮影画角が指定されると（Ｓ１：ＹＥＳ）、ＣＰＵ１０１は、眼底における光の走査領
域を、撮影画角６０度以上の広角領域とする範囲内で、被検眼側レンズ系（本実施形態で
は第２対物光学系３１）を、指定された画角に応じて光軸Ｌ３（図２参照）の方向に移動
させる（Ｓ２）。撮影画角は、被検眼側レンズ系の位置に応じて変更される。従って、指
定された撮影画角に応じて被検眼側レンズ系が移動されることで、指定された撮影画角で
眼底Ｅｒの画像を撮影することができる。
【００６６】
　本実施形態では、ＣＰＵ１０１は、アクチュエータ３５の駆動を制御することで、被検
眼側レンズ系を、指定された撮影画角に応じた位置に自動的に移動させる。しかし、被検
眼側レンズ系を移動させる方法を変更することも可能である。例えば、被検眼側レンズ系
は、ユーザによって手動で移動されてもよい。この場合、ＣＰＵ１０１は、指定された撮
影画角に対応する被検眼側レンズ系の位置を、モニタ５０への表示、または音声等によっ
てユーザに通知してもよい。ユーザは、通知された位置に被検眼側レンズ系を手動で移動
させることで、指定した撮影画角で眼底画像を眼底撮影装置１に撮影させることができる
。なお、被検眼側レンズ系が手動で移動される場合、被検眼側レンズ系の位置、および、
被検眼側レンズ系の位置に応じた撮影画角の少なくともいずれかを示す目盛りが設けられ
ていてもよい。この場合、ユーザは、より適切に被検眼側レンズ系を移動させることがで
きる。また、撮影画角をユーザに指定させる処理（Ｓ１）は、省略されてもよい。
【００６７】
　また、本実施形態の眼底撮影装置１は、対物光学系（本実施形態では第２対物光学系３
１）に含まれるレンズのレンズ面または曲率中心面と、対物光学系の撮像面と共役な位置
との距離が閾値以上となる範囲に、被検眼側レンズ系の移動範囲を制限する。従って、撮
像面と共役な位置がレンズ面または曲率中心面に過度に近接し、レンズによる反射像が画
像に強く写り込むことが、適切に抑制される。一般的に、撮影画角を大きくする程、撮像
面と共役な位置がレンズ面または曲率中心面に近づきやすい。従って、被検眼側レンズ系
の移動範囲は、画像に写り込む反射像の程度、および、要望される撮影画角が共に考慮さ
れたうえで、予め定められている。
【００６８】
　また、本実施形態の眼底撮影装置１のＣＰＵ１０１は、アクチュエータ３５の駆動を制
御することで、被検眼側レンズ系の移動範囲を制限する。しかし、被検眼側レンズ系の移
動範囲を制限するための具体的な方法を変更することも可能である。例えば、眼底撮影装
置１は、被検眼側レンズ系の移動範囲を制限するための機構（例えばストッパー等）を備
えていてもよい。なお、ＣＰＵ１０１は、Ｓ１でユーザが指定可能な撮影画角の範囲を制
限することで、被検眼側レンズ系の移動範囲を制限してもよい。
【００６９】
　また、本実施形態では、視度補正部による視度補正値が所定の値（本実施形態では０デ
ィオプター）である場合に、レンズ面または曲率中心面と、撮像面と共役な位置との距離
が閾値以上となるように、被検眼側レンズ系の移動範囲が制限されている。しかし、ＣＰ
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Ｕ１０１は、その時点における視度補正値に基づいて、被検眼側レンズ系の移動範囲を制
限してもよい。
【００７０】
　また、本実施形態の眼底撮影装置１は、被検眼側レンズ系の移動範囲を制限する状態と
、移動範囲の制限を解除する状態を切り替える。従って、反射像の影響の抑制を優先させ
る撮影方法と、撮影画角の広角化を優先させる撮影方法が、適切に切り換えられる。例え
ば、ＣＰＵ１０１は、ユーザによって入力された指示に応じて、移動範囲の制限を解除す
るか否かを切り替えてもよい。また、移動範囲を制限するための機構が設けられている場
合、ユーザは、機構を手動で切り替えることで、移動範囲の制限を解除するか否かを設定
してもよい。
【００７１】
　次いで、ＣＰＵ１０１は、光軸Ｌ３に沿う方向における被検眼側レンズ系の位置を取得
する（Ｓ３）。ＣＰＵ１０１が被検眼側レンズ系の位置を取得するための具体的な方法は
、適宜選択できる。一例として、本実施形態の眼底撮影装置１は、被検眼側レンズ系の位
置を検出するエンコーダ（図示せず）を備えている。ＣＰＵ１０１は、エンコーダによる
検出結果に基づいて、被検眼側レンズ系の位置を取得する。また、ＣＰＵ１０１は、アク
チュエータ３５の制御パラメータに基づいて、被検眼側レンズ系の位置を取得してもよい
。また、ＣＰＵ１０１は、Ｓ１でユーザによって指定された撮影画角、または、指定され
た撮影画角に対応する被検眼側レンズ系の位置を取得してもよい。また、ユーザは、操作
部（図示せず）の操作等によって、被検眼側レンズ系の位置を眼底撮影装置１に入力して
もよい。ＣＰＵ１０１は、ユーザによって入力された被検眼側レンズ系の位置を取得して
もよい。
【００７２】
　ＣＰＵ１０１は、被検眼側レンズ系の位置に応じて、視度補正部（本実施形態では視度
補正駆動部１３Ａ）を駆動させる（Ｓ４）。被検眼側レンズ系の位置が変化すると、光学
系の視度が変化する。従って、ＣＰＵ１０１は、被検眼側レンズ系の位置に応じて視度補
正部を駆動させることで、被検眼の視度の誤差を適切に補正することができる。
【００７３】
　詳細には、本実施形態では、ＣＰＵ１０１は、視度補正レンズ１３の基準位置（例えば
、視度が０ディオプターとなる場合の視度補正レンズ１３の位置）、および、視度の単位
補正量に対応する視度補正レンズ１３の移動量の少なくともいずれかを、被検眼側レンズ
系の位置に応じて設定する。例えば、視度補正レンズ１３の基準位置および移動量の少な
くともいずれかを規定するテーブル等が、被検眼側レンズ系の位置に応じて複数設けられ
ていてもよい。ＣＰＵ１０１は、設定した基準位置および移動量の少なくともいずれかに
応じて、視度補正駆動部１３Ａを駆動させる。
【００７４】
　また、ＣＰＵ１０１は、実際に撮影された眼底Ｅｒの画像に基づいて、画像が適切に撮
影されるように視度補正部を自動的に駆動させるオートフォーカスを実行してもよい。こ
の場合、ＣＰＵ１０１は、被検眼側レンズ系の位置に応じて、オートフォーカスの探索範
囲（本実施形態では、オートフォーカスを実行する際に視度補正レンズ１３を移動させる
範囲）を設定してもよい。この場合には、探索範囲が被検眼側レンズ系の位置に応じて設
定されない場合に比べて、より効率よくオートフォーカスが実行される。
【００７５】
　ＣＰＵ１０１は、被検眼側レンズ系の位置に応じて、光源１１に出射させる光の光量を
調整する（Ｓ５）。詳細には、ＣＰＵ１０１は、被検眼側レンズ系の移動量に応じて瞳上
のビームサイズが縮小される際に、ビームサイズの縮小量に応じて光源１１の光量を増加
させる。また、ＣＰＵ１１は、瞳上のビームサイズが拡大される際に、ビームサイズの拡
大量に応じて光源１１の光量を減少させる。その結果、撮影される画像の品質が均一に近
くなる。
【００７６】
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　なお、光源１１の光量の調整を省略することも可能である。この場合、被検眼側レンズ
系の位置が移動されて、瞳上のビームサイズが大きくなると、眼底Ｅｒから受光素子２５
に導かれる光の光量が増加し、画像の品質が向上する。
【００７７】
　ＣＰＵ１０１は、被検眼側レンズ系の位置に応じて、可変絞り２３の大きさを調整する
（Ｓ６）。被検眼側レンズ系が移動されると、可変絞り２３の適切な大きさも変化する。
ＣＰＵ１０１は、被検眼側レンズ系の位置に応じて可変絞り２３の大きさを調整すること
で、より適切に眼底を撮影することができる。
【００７８】
　なお、可変絞り２３は、眼底の深さ方向（光の光軸に沿う方向）の撮影範囲を変化させ
るために調整されてもよい。例えば、ＣＰＵ１０１は、眼底表面よりも深い位置を撮影範
囲に含めるために、眼底表面を撮影範囲とする場合に比べて可変絞りを大きくしてもよい
。この場合でも、被検眼側レンズ系の位置に応じて、可変絞り２３の適切な大きさは変化
する。従って、ＣＰＵ１０１は、眼底の深さ方向の撮影範囲と、被検眼側レンズ系の位置
の両方に応じて、可変絞り２３の大きさを調整してもよい。
【００７９】
　次いで、ＣＰＵ１０１は、撮影画角の変更指示が入力されたか否かを判断する（Ｓ７）
。変更指示が入力されると（Ｓ７：ＹＥＳ）、処理はＳ２へ戻る。撮影画角の変更指示が
入力されていなければ（Ｓ７：ＮＯ）、撮影トリガが入力されたか否かが判断される（Ｓ
８）。撮影トリガが入力されていなければ（Ｓ８：ＮＯ）、処理はＳ７の判断へ戻る。撮
影トリガが入力されると（Ｓ８：ＹＥＳ）、眼底Ｅｒの画像が撮影されて、撮影された画
像が記憶装置に保存される（Ｓ９）。
【００８０】
　上記実施形態の開示された技術は一例に過ぎない。従って、上記実施形態で例示された
技術を変更することも可能である。例えば、上記実施形態で例示した複数の技術の一部の
みを採用してもよい。一例として、ＣＰＵ１０１は、図６のＳ４～Ｓ６の処理の１つまた
は２つのみを実行してもよい。
【００８１】
　上記実施形態の眼底撮影装置１は、筐体２に着脱可能に装着される広角レンズアタッチ
メント３を備える。しかし、広角レンズアタッチメント３を用いずに広角で眼底Ｅｒを撮
影可能な眼底撮影装置にも、上記実施形態で例示した技術の少なくとも一部を適用できる
。この場合、パワーを有する筐体内の光学部材のうち、最も被検眼側に配置されて光を旋
回点に向けて折り曲げるレンズ系が、光軸に沿う方向に移動されてもよい。
【００８２】
　また、広角の範囲内で撮影画角を設定するための具体的な方法を変更することも可能で
ある。例えば、眼底撮影装置１は、所定の広角の撮影画角（一例として、最大の撮影画角
）で眼底の撮影を開始してもよい。その後、実際に撮影された眼底画像に基づいて、被検
眼側レンズ系が移動されることで、撮影画角が調整されてもよい。例えば、ユーザは、撮
影された観察画像を確認し、まつ毛の映り込み、瞳孔によるケラレ、レンズによる反射像
等の少なくともいずれかのアーチファクトの影響が観察画像に生じている場合に、被検眼
側レンズ系を移動させて撮影画角を狭くしてもよい。その結果、アーチファクトの影響が
適切に抑制される。また、ＣＰＵ１０１は、所定の広角の撮影画角で撮影した眼底画像に
対して画像処理を行うことで、前述した少なくともいずれかのアーチファクトの影響の有
無を検出し、アーチファクトが生じていると判断した場合に、被検眼側レンズ系を移動さ
せて撮影画角を自動的に狭くしてもよい。
【符号の説明】
【００８３】
１　　眼底撮影装置
２　　筐体
３　　広角レンズアタッチメント
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１１　　光源
１３　　視度補正レンズ
１３Ａ　　視度補正駆動部
１５　　走査部
１６　　第１対物光学系
２３　　可変絞り
２５　　受光素子
３１　　第２対物光学系（被検眼側レンズ系）
３５　　アクチュエータ
１０１　　ＣＰＵ
Ｐ　　第１旋回点
Ｑ　　第２旋回点

【図１】 【図２】
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